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出典：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部資料 

出典：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部資料 
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特に、交付金（防災安全交付金）事業については、平成２５年度の制度制定以降、多くの

事業メニューが個別補助事業へ移行して交付金の総額は目減りしてきており、今後もこの

傾向が続くことが予想される。これは都道府県から国交省に対しての交付金要望額が高止

まりしている状況下、予算配分の査定が一層厳しくなっていくことを示唆している。 

よって、今後の砂防事業の補助・交付金の獲得戦略は、「事業間連携砂防等事業」や「大

規模特定砂防等事業」等の個別補助事業への積極的な登録が必要となる。 

その上で、採択要件に合致せず、やむを得ず防災安全交付金での事業実施となるものにつ

いては、社会資本総合整備計画策定時に、重点事業としての計画登録をすることで、予算の

優先配分が期待される。 

また、補助・交付金予算の要望時期については、年度当初予算の獲得に加え、国土強靭化

等の国補正予算へ積極的に登録することが、事業量の最大化に寄与することとなる。 

これは、当初予算が、前年度配分予算額と予算要望額が比較され、国による査定が入る傾

向があるのに対し、国補正予算は、前年度からの伸率に上限が設けられることはなく、国の

施策に合致した事業要望さえできれば、相当規模の予算獲得が可能となる傾向があるため

であり、予算要望の際は十分な戦略を練って臨む必要がある。 

さらに、砂防事業は、最新の土砂災害の傾向を踏まえ、柔軟な制度設計がなされてきてい

ることから、現状の制度のみならず、新制度も注視することで、本県にとって有利な事業制

度を見極めていくことが求められる。 

出典：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部資料 
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【施策②】他部局と連携した流域治水砂防への取り組み 

（１）他部局との連携 

砂防の流域治水は多くの課題を抱えているが、昨今の気候変動による災害の激甚化を踏

まえると、従来の土砂災害防止施設整備による事前防災対策や、土砂災害警戒区域の指定等

による土砂災害リスクに関する周知のみの対策では対応しきれないことは明らかである。 

そこで、河川部局と連携した上下流域の役割分担、林野部局と連携した発生源の流木対策、

まちづくりの計画と一体的に実施する土地利用規制等の土砂災害対策等、関係部局と連携

した面対策として、実効性の高い土砂災害対策を推進していくこととする。 

例えば河川部局とは、河道断面の確保に支障となっている河床堆積土砂や、ダムの治水・

利水機能維持に支障となっているダム湖への堆積土砂対策として、有害土砂の発生源とな

っている上流域に砂防堰堤を設置することでこれら土砂を捕捉すること等が想定される。 

 

（２）流木対策 

表 3.1【施策②】流木対策の種類 

 

特に流木対策については、表 3.1【施策②】にあるように、流域の上～下流で複数の対策

が想定されているが、上流域では林野部局との連携が不可欠となっている。 

加えて、流木対策は「流木発生量の把握」と「流下形態の想定」が重要な観点であるため、

「発生量の把握」については、砂防基礎調査で実施した航空レーザ測量成果を用い、樹高と

地盤高の差分解析を行うことで、立木の材積・高さ・直径を把握する「流木ポテンシャル調

査」が有効とされており、森林部局と連携して取り組むこととする。 

 

流域 森林整備 流木発生抑止工 流木捕捉工

上流
（源頭部斜面）

間伐
斜面安定工、
土留工、柵工

柵工
ネット工

中流
（渓岸斜面、渓床）

間伐
林相転換

（針葉樹→広葉樹）

斜面安定工、
土留工、柵工、護岸工
不透過型堰堤、床固工

透過型堰堤、
ワイヤーネット工、

流木止工

下流
（渓岸斜面、渓床、扇状地）

間伐
林相転換

（針葉樹→広葉樹）

不透過型堰堤、床固工、
護岸工、水制工

透過型堰堤、
ワイヤーネット工、
流木止工、遊砂地

※その他、橋梁の架替え（通水断面の確保）等の対策もある。

 中小流域全体に対応するため、河川・林野・都市部局と連携した流域治水砂防事業

に取り組む 

 特に林野連携については、航空レーザ測量成果を活用し、流木ポテンシャルを把握

することで流木対策を充実させる 
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図 3.1【施策②】 航空レーザ測量成果を用いた流木ポテンシャル把握のイメージ 

 

また、「流下形態の想定」は、非常に難しい課題となっているが、国交省砂防部の気候変

動を踏まえた砂防技術検討会での議論を踏まえ、「土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策

計画の基本的な考え方（試行版）（令和５年８月）」が発出されており、引き続き流木の流出

メカニズムの解明が進められるため、国の動向を注視する必要がある。 

今後は、林野部局と、流木発生の抑制や流木の捕捉・ 処理に係る統一の計画策定を視野

におき、定例会議である砂防治山連絡調整会議を活用して調整を進めることとする。 

出典：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部資料 
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加えて、防災砂防課は、令和５年度に「北上川下流等流域治水協議会」と「鳴瀬川等流域

治水協議会」に参画しており、今後も県内全ての流域治水協議会に参画することとしている。 

これからは、流域治水協議会の場を通じて、他機関との連携を図りつつ、防災や減災に向

けた「流域治水砂防」の取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 水管理・国土保全局資料 
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【施策③】長寿命化計画に基づく老朽化対策 

 
（１） 長寿命化計画の策定 

表 3.1.1【施策③】 長寿命化計画の構成 

全体 項目 内容 

 

 

 

砂防関係施設 

長寿命化計画 

①点検計画 
ワンストップ型の台帳管理 

定期点検のルール化 

②補修計画 
施設の健全度診断手法 

施設の対策優先順位の考え方 

③実行計画 
コスト縮減、予算の平準化 

 

④補修工事 
補修工事に係る新技術の紹介 

 

  

予防保全型の老朽化対策に取り組むにあたっては、施設の健全度を把握した上で対策を

打ち出す必要があることから、砂防関係施設点検を実施することが重要であるため、早期に

取り組むこととする。 

また、データベースや施設台帳兼点検調書を整理した上で「①点検計画」を策定し、施設

健全度評価結果を踏まえた「②補修計画」、コスト縮減と予算の平準化を踏まえた「③実行

計画」を策定することで「④補修工事」を実行する「砂防関係施設長寿命化計画」を策定し

た。 

今後、これら①～④の PDCA サイクルを実行していくことにより、戦略的な長寿命化対策

を実施していくことが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.1【施策③】 砂防 DB 及び施設台帳兼点検調書作成のイメージ 

 全施設について定期点検を実施し、最新の施設健全度を把握する 

 砂防長寿命化計画を策定し、予防保全型の老朽化対策に取り組む 
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①点検計画

②修繕計画

③実行計画

新規完成施設

データベース登録

＋

施設台帳兼

点検調書作成

点検計画の策定

点検実施

損傷状況の評価

施設健全度の判定

点検結果の記録

定期点検
新規登録

④修繕工事

修繕費の算定

予算年次計画

実行計画の策定

詳細設計

工事着手

工事完成

修繕履歴の記録

NO

NO

NO

健全度Ａ

健全度Ｂ健全度Ｃ健全度Ｄ

YES

YES

YES
緊急の修繕が必要

修繕が必要

早期の修繕が必要

修繕優先度１位 修繕優先度２位 修繕優先度３位

速やかに工事着手 重要度を踏まえ

優先順位を決定

予防保全の観点で劣化予

測による健全度の想定

⇒重要度を踏まえ

優先順位を決定

対策不要

図 3.1.2【施策③】長寿命化計画の実施フロー 
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（２） 長寿命化計画実施にあたっての留意点 

 

表 3.1.2【施策③】 点検頻度と点検者の差別化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.3【施策③】施設の対策優先順位の体系 

 

 今までの砂防施設の老朽化対策については、財源不足等により計画的な取り組みができ

ていなかったのが実状である。 

 よって、今回長寿命化計画策定にあたっては、施設健全度に応じて、点検頻度や点検者を

差別化することで定期点検のコスト縮減にも配慮している。また、新技術を活用したコスト

縮減や、「国土強靭化予算」や「砂防メンテナンス事業」を活用した年間予算の平準化にも

配慮した資金計画等、実行性が担保できる仕組みとしている。 

 さらに、令和６年度に砂防関係施設の一斉点検を予定しており、要対策箇所数が大きく増

加する可能性があるが、その際は従来の補助制度に加え「防災安全交付金（総合流域防災事

業）」の改築・修繕メニューも活用することで幅広に予算獲得することを視野に置く必要が

ある。 

 なお、今回策定した長寿命化計画は、施設点検終了後、再度改訂する予定としている。 

修繕優先度1位
（健全度D）

修繕優先度2位
（健全度C）

修繕優先度3位
（健全度B）

修繕優先度4位
（健全度A）

速やかに

工事着手

防災砂防課が管理する砂防関係施設(2,735施設）

施設健全度を踏まえて優先順位を決定

修繕計画の立案
(短期：概ね10年)
重要度を踏まえ
優先順位を決定

修繕計画の立案
(中期：概ね10年以降)

劣化予測により健全度を評価した上で
重要度を踏まえ優先順位を決定

当面対策不要
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表 3.1.3【施策③】 施設の対策優先順位の考え方 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.4【施策③】 長寿命化計画策定によるコスト縮減と予算の平準化 

個別施設の修繕優先度

評価項目 判定 配点
項目の重

み 評価項目 判定 配点
項目の重

み

要配慮者利用施設、避難所、公共施設 30 要配慮者利用施設、避難所、公共施設 40

緊急輸送道路、鉄道 20 緊急輸送道路、鉄道 20

国道、県道 10 国道、県道 10

重要施設なし 0 重要施設なし 0

砂防堰堤：家屋50戸以上
砂防堰堤以外：家屋10戸以上

20
砂防堰堤：家屋50戸以上
砂防堰堤以外：家屋10戸以上

30

砂防堰堤：家屋10戸以上50戸未満
砂防堰堤以外：家屋5戸以上10戸未満

10
砂防堰堤：家屋10戸以上50戸未満
砂防堰堤以外：家屋5戸以上10戸未満

20

砂防堰堤：家屋1戸以上10戸未満
砂防堰堤以外：家屋1戸以上5戸未満

5
砂防堰堤：家屋1戸以上10戸未満
砂防堰堤以外：家屋1戸以上5戸未満

10

家屋なし：0戸 0 家屋なし：0戸 0

竣工年不明の施設
昭和52年以前に竣工した施設

20

共通：竣工年不明の施設
地すべり防止施設：平成2年以前に竣工した施設
急傾斜地崩壊防止施設：昭和57年以前に竣工した施設
雪崩防止施設：急傾斜地崩壊防止施設に準じる

30

上記より後に竣工した施設 0 上記より後に竣工した施設 0

石積、組石コンクリート 30 100 100%

石積、組石コンクリート以外
（コンクリート、鋼製等）

0

100 100%

竣工から
の

経過年数
20%

竣工から
の

経過年数
30%

堤体材料 30%

計　　

計　　

家屋数
（人家
戸数）

20%
家屋数
（人家
戸数）

30%

砂防堰堤・渓流保全⼯ 地すべり防⽌施設・急傾斜地崩壊防⽌施設・雪崩防⽌施設

重要保全
施設の

有無※1
30%

重要保全
施設の

有無※1
40%

約７0%縮減 

予算等に合わせて平準化 

事後保全 ９０４億円 

予防保全 273 億円 
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【施策④】新たな土砂災害リスク箇所に係る早期の危険周知 

（１）新たな土砂災害リスク箇所の事前公表 

防災砂防課では、高精度な数値標高モデル(5mDEM)を用いて、新たに土砂災害のおそれの

ある土砂災害基礎調査実施予定箇所として約 18,900 箇所を抽出した。 

過年度の実績では、最大で 1,600 箇所/年 の区域指定に留まっていたことを踏まえると、

新たに抽出した 18,900 箇所の区域指定は、10 年程度要すると想定されるため、基礎調査前

に住民に対し「新たな土砂災害リスク箇所」を周知し、有事の際の早期避難に繋げていただ

くことは、非常に重要である。 

そこで、砂防総合情報システム（MIDSKI）にて新たな土砂災害リスク箇所である「基礎調

査実施予定箇所」を地図上に事前公開（令和 6年 5月）する予定であり、それに先立ち県で

は市町村へ向けた説明会を行うことで本情報を伝達しており、市町村から住民へ確実に周

知いただくよう促している。 

今後は、土砂災害警戒区域等の指定が完了した箇所から順次砂防総合情報システムに区

域を表示していき、利用者にとって視認しやすいシステム構築に努めていく。 

 

 

図 3.1.1【施策④】土砂災害警戒区域の指定範囲及び基礎調査実施予定箇所の公表範囲のイメージ 

 航空レーザ測量の高精度な地形情報を基に、新たな危険箇所を抽出する。 

 新たな危険箇所については、基礎調査着手前に、砂防総合情報システム（MIDSKI）に

て事前公表し、市町村へ共有する。 

 航空レーザ測量成果を活用した現地調査の省力化等に取り組むことで、基礎調査のコ

スト・事務量を縮減し、指定スピードを上げる。 
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図 3.1.2【施策④】 基礎調査実施予定箇所の公表イメージ 

 

（２）基礎調査のコスト・事務量の削減への取り組み 

一方で、警戒区域の指定スピードを上げる取り組みも求められる。そのためには基礎調査

事務の簡素化、及びコスト縮減の観点が重要となる。 

新たな基礎調査の取り組みについては、航空レーザ測量を県内全域で実施することで、砂

防基盤図作成と土砂災害警戒区域設定の際に行う現地調査の作業量低減を図っている。 

また、従来は全指定箇所において「住民調査」「住民説明会」を行っていたが、「住民調査」

は法定義務のない地権者調査や公図登記簿調査を省略して居住者調査のみとし、「住民説明

会」も県広報や市町村の広報誌への掲載の周知で代替する等の工夫をすることとする。 

また、指定事務については、多大な作業を伴うことから、年間を通して、指定時期の平準

化を図ること等、事務の効率化を図る工夫を行う。 
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【施策⑤】災害情報の伝達の工夫と防災教育・防災訓練による住民意識の啓発 

 

（１）災害情報の伝達の工夫 

●土砂災害警戒情報の発令 

土砂災害警戒情報は、防災砂防課と仙台管区気象台との合同発表であり、発表基準とな

る危険降雨量については、これまでも新たな降雨データや土砂災害のデータに基づき見直

しを行ってきたところだが、今後も最新の観測技術等を用いて降雨予測の精度向上に取り

組む等、情報の信頼度の向上に努めていく必要がある。 

最近では、乱立して複雑化した注意報や警報などの「防災気象情報」をわかりやすく見

直す気象庁と国土交通省の有識者検討会が立ち上げられ、ばらつきのあった基準や名称、

発表主体を整理し、洪水や土砂災害、高潮といった災害の種別ごとに統一する案を示して

おり、数年後の運用開始が見込まれているため、本県としても引き続き注視していく。 

 

 土砂災害の履歴を精査することで、気象台と共同で土砂災害警戒情報の精度向上に

取り組む。 

 土砂災害防止のための講習会や出前講座による防災教育を行う。また要配慮者利用

施設に対し避難計画策定を支援する。 

 市町村へ、ハザードマップを活用した防災訓練を促す。 
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出典：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部資料 
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●砂防総合情報システム（MIDSKI）の活用 

宮城県砂防総合情報システムでは、大雨により土砂災害の危険が高まっている地域の可

視化や、降雨の予測、土砂災害警戒情報、大雨による気象警報・注意報等を知らせるメール

配信等を行い、市町村が避難勧告等を発令する際の判断や住民が自主避難をする際の参考

として情報を発信しており、今後も、市町村や住民が利用しやすいシステムを維持していく。 

また、本システムは、平成２６年度より現在のシステム構成である「シングル構成」とし

て運用してきた。しかしシングル構成は、サーバのどこかで不具合が生じた際に、全体の機

能が停止してしまうデメリットがあったため、現在複数のサーバによる相互運用である「冗

長構成」へ改修を行っており、システムの機能停止が発生しないよう運用していく。 

 今後は、近年スポット的なゲリラ豪雨による土砂災害が頻発していることを踏まえる

と、土砂災害警戒情報を補足するための情報発信を行う本システムは、将来的にはメッシ

ュごとに表示するのみではなく、市町村の避難勧告発令単位（学区や地区等の単位）ごと

に、降雨指標が土砂災害発生危険基準線を上回る地区を自動表示するなどの変更も視野に

おくべきと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シングル構成 冗長構成 

図 3.1【施策⑤】砂防総合情報システム（MIDSKI）について 

土砂災害の危険が高まっ

ている地域を可視化 
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●警戒避難体制構築の際の取り組み 

土砂災害警戒情報は住民の避難行動に直結する防災情報であるため、市町村は当該情報

が発表された場合は、「空振り」を恐れず避難を呼びかけることが重要であるのは言うまで

もないが、夜間や未明、明け方にかけての避難行動を極力回避できるよう、こうした時間帯

に土砂災害警戒情報の発表が予想される場合にはその可能性を踏まえ、避難指示等の発令

を早めに判断する必要がある。 

また、警戒避難体制を構築する際は、指定緊急避難場所への避難が困難になった場合に備

え、急傾斜地の崩壊や土石流の流出が予想される区域からできるだけ離れている場所や、で

きるだけ高い場所、強固な建物の上層階などの比較的危険度の低い避難場所を確保する等、

“次善策”としての避難路・避難場所も考えた柔軟性のある計画とする必要がある。 

さらに、大雨に気づいた際、既に立ち退き避難が困難だと判断される場合は、屋内でも上

階の谷側に待避する等の行動を住民へ意識づけする取り組みも重要である。 

 

（２）防災教育・防災訓練による住民意識の啓発 

●土砂災害防止のための講習会や出前講座を利用した防災教育 

 

 

出典：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部資料 
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 平成 30 年 7 月豪雨では、防災教育を受けた地域の生徒が家族へ避難を促したことにより、

土砂災害から逃れた好事例があった。また、令和 4年 8月の豪雨では、新潟県村山市におい

て、過去の災害を教訓とし、一次避難場所から高台への二次避難をすることで難を逃れた事

例も見られた。 

このように、事前避難で難を逃れた事例がみられ、防災教育の重要性が再認識されてきて

いることから、引き続き土砂災害防止のための講習会や出前講座の開催に取り組み、住民等

の土砂災害への理解を深め、避難の実効性を高めていくことが重要である。 

 県防災砂防課では、県内の企業や町内会に対し、押しかけ出前講座を開催することで、地

域の防災意識の向上に資する活動を続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.1 企業向けの出前講座（R5.5） 写真 3.2 町内会向けの出前講座（R5.9） 

出典：国土交通省 水管理・国土保全局砂防部資料 


